
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2024 

愛媛労働  

毎月 15 日に愛媛県内の労働に関する情報をお届けしています。 
(15 日が土日祝日の場合は、前営業日となります。) 

～役立つ愛媛の労働情報～ 

令和６年 5 月号 
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資金使途は、離職によって、本人又は離職者が

扶養する者の生活に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○ 限度額／１００万円（離職者一人につき） 

○  保証／保証機関の保証及び連帯保証人１名が

必要です。 

○  必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他審

査に必要な書類 

 

 

資金使途は、本人又は休業者が扶養する者の生活

に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○  限度額／１００万円（休業者一人につき） 

○  保証／保証機関 

○ 必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他

審査に必要な書類 

 

       

 

 

 

≪概要≫ 

離職されて求職活動を行っている方、または休業中の勤労者の生
活安定に資することを目的とした融資制度です。 

 

≪お申込み可能な方≫ 
離職後、求職活動を行っている方、または、休業中の方で、かつ、以

下の全てに該当する勤労者が対象です。 
 
〇 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き

1年以上であること。 
〇 原則として、18歳以上 65歳以下であること。 
（離職者の方） 

・ 離職前において、原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務してい

たこと。 

・ 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持してい

たこと。 

・ 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと。 

（休業者の方） 

・ 原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務していること。 

・ 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 
 

 

 

 

離職者等緊急生活資金のご案内 

離職者緊急生活資金 休業中の緊急生活資金 



   

 

 

 

○ 住  所：松山市湊町 5 丁目 1 番地 1 

いよてつ高島屋南館 3 階 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～土曜日） 

○ 電  話：089-948-2832 

○ E-mai l：sp-station@lagoon.ocn.ne.jp 

○ H P：http://www.i-esapo.jp/ 
 
※南予地域（宇和島市・八幡浜市・大洲市）で

は出張相談会を実施（10 時～16 時） 

 

 

 

○ 住  所：新居浜市繁本町 8-65 

（新居浜市市民文化センター内） 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～金曜日） 

○ 電  話：0897-32-2181 

○ E-mai l：toyo-sp@mxi.netwave.or.jp 

○ H P：http://www.i-tsapo.jp/ 
 
※今治市・西条市・四国中央市では出張相談会を

実施（13 時～17 時） 

 

 

愛媛県では、ニートと呼ばれる若者及び就職氷河期世代の

職業的自立を支援する窓口として、 

○ えひめ若者サポートステーション（えひめサポステ） 

○ 東予若者サポートステーション（東予サポステ） 

を設置しています。まずは一歩、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 
 
【支援対象】 

15 歳～49 歳で仕事に就いておらず、家事も通学もしていない方及びその保護者等 
【支援内容】 

⚫ 個別相談・グループカウンセリング（相談員、臨床心理士によるものなど） 

⚫ 職業ふれあい事業（職場見学、社会見学、ボランティア活動など） 

⚫ ジョブトレーニング（ジョブトレーナー付き添いによる職場体験など） 

⚫ ワークショップ、セミナー（パソコン個別指導、ボイストレーニンクなど） 

⚫ 保護者セミナー（親子ふれあい心理講座、わかりやすい交流分析など） 

⚫ 職場体験・職場チャレンジ事業（短期(3 日程度)の職場体験、1 か月の職場訓練など）  

【設置場所など】 

 

地域若者サポートステーションのご紹介 

えひめ若者サポートステーション 東予若者サポートステーション 

http://www.i-esapo.jp/
http://www.i-tsapo.jp/


   

 

 

労働問題でお悩みの方は、 

中小企業労働相談所をご利用ください。 

 

各中小企業労働相談所では、相談員が相談をお受けするほか、関係機関

への紹介等も行っています。（労働者の方、使用者の方、どちらの相談に

も応じます） 

また、中予地方局に設置している松山中小企業労働相談所では、毎月２

回（原則、第一・第三金曜日の１０時から１５時）労働問題の専門家であ

る社会保険労務士による相談も実施しています。 

いずれも相談料は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご利用くだ

さい。 

電話での相談もお受けしています。 

 

【愛媛県中小企業労働相談所】 

 

相談所 所在地 受付時間 電話番号 

西条中小企業労働相談所 

（東予地方局商工観光課内) 

〒793-0042 

西条市喜多川 796-1 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0897-56-1300 

（内線 465） 

今治中小企業労働相談所 

（東予地方局今治支局商工観光室内） 

〒794-8502 

今治市旭町 1-4-9 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0898-23-2500 

（内線 318） 

0898-22-8598 

（直通） 

松山中小企業労働相談所 

（中予地方局商工観光課内） 

〒790-8502 

松山市北持田町 132  

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

089-909-8760 

（直通） 

宇和島中小企業労働相談所 

（南予地方局商工観光課内） 

〒798-8511 

宇和島市天神町 7-1  

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0895-28-6146 

（直通） 

八幡浜中小企業労働相談所 

（南予地方局八幡浜支局商工観光室内） 

〒796-0048 

八幡浜市北浜 1-3-37 

月曜から金曜 

8時 30分から 

17時 15分 

0894-22-4111 

（内線 234） 

中小企業労働相談所のご利用について 

tel:0897561300
tel:0898232500
tel:0898228598
tel:0899098760
tel:0895286146
tel:0894224111


 

 
  
 

○愛媛県では、「優秀勤労障がい者」の知事表彰を行っています。 

 

 

 

 

 

 

○ご本人のためにもご推薦ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○表彰式があります。（予定） 

 

 

 

 

本表彰の趣旨をご理解いただき、積極的なご推薦をお願いいたします。 

 

 愛媛県では、一般の事業所に勤務されている障がい者の方で、その障がいを克

服し、「職業人」として活躍されている方を、「優秀勤労障がい者」として表彰し、

そのご努力を広く県民に周知することで、ご本人をはじめ、障がい者の方の労働意

欲の向上を図り、ひいては障がい者の雇用促進につなげたいと考えております。 

 障がい者の方のこれまでのご努力に対する表彰であり、ご本人の励みにもなり

ますので、積極的なご推薦をお願いします。 

推薦期限・・・令和６年８月１６日（金） 

 推薦方法・・・「推薦書」に必要事項をご記入の上、障害者手帳又は療育手帳の

コピーを添付して、下記住所宛てにご郵送ください。（推薦書の

様式は、県のＨＰに掲載しています。検索→「愛媛県 優秀勤

労障がい者知事表彰」） 

※ 推薦いただいた方全員が表彰されるものではありません。なお、受賞された方にのみ

ご連絡いたしますのでご了承ください。 

※ これまでに推薦いただいた方で、未受賞の方を、再度、推薦いただくことも可能です。 

※ 同一事業所からの受賞者は、各年度１名のみとなりますのでご了承ください。 

推薦に当たっては、必ずご本人の了解を得て、推薦してください。 

また、受賞者は表彰式の後、県のホームページ等で、氏名・勤務先が公表さ

れますのでご了承ください。 

 詳細が決まりましたら、別途、県ホームページ等でお知らせします。 

（お問合せ先、推薦書送付先） 

〒790-8570 松山市一番町４丁目４－２ 愛媛県労政雇用課 

 TEL：089-912-2502 FAX：089-912-2508 E-mail：rouseikoyou@pref.ehime.lg.jp 

 

「優秀勤労障がい者」知事表彰の推薦募集中！ 



  

 

≪概要≫ 

愛媛県では、女性が自らの能力を発揮して正社員として活躍でき
るよう、「えひめの女性おしごと応援プロジェクト」を展開中！ 

本プロジェクトでは、「事業者向け支援」、「女性求職者向け支援」、「紹介予定派遣制

度を活用した支援」の３つの支援を通じて、女性の良質で安定的な就労の実現や人手

不足に悩む県内企業の人材確保をサポートします。 

≪プロジェクトの内容≫ 

【事業者向け支援】 

○ダイバーシティセミナー（ZOOM オンライン開催） 

○中小企業診断士等の専門家派遣 

【女性求職者向け支援】 

○ｷｬﾘｱﾌﾞﾗﾝｸ者の職場復帰支援セミナー 

○県内企業の魅力発見セミナー 

○職場見学 

○マッチング交流会 

【紹介予定派遣制度を活用した支援】 

○就職に必要なビジネススキル等の習得支援 

○キャリアコンサルタントによる職業相談 

○人材マッチングの支援 

≪専門家派遣による受入環境整備支援のご案内≫ 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】（TEL）089-947-0038 （メール）ehime-seikikoyou@crie.co.jp 

  

 

「えひめの女性おしごと応援プロジェクト」展開中！ 

専用サイト 公式 LINE 

https://ehime-

joseikoyoushien.jp 

 

https://ehime-joseikoyoushien.jp/
https://ehime-joseikoyoushien.jp/






● 本制度に関するお問い合わせ ●

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課
TEL：089-912-2506 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
HP：https://www.pref.ehime.jp/page/5701.html

志望業種・企業が決まっていなくても、まずは申請を！

ＩＴスキルを有する学生・一般求職者の皆さん

認定申請 就職活動 登録企業へ就職
継続して就業

交付申請 助 成
申請書、履歴書、奨学金
貸与証明書、資格試験の
合格証明書を愛媛県に提
出してください
（様式は県ＨＰに掲載し
ています）

各企業の募集案内に基づ
いて採用選考を受験して
ください
（就職先が決定した場合
は、県に報告してくださ
い）

本制度への登録企業に就
職し、１年間（10月～翌
年９月）奨学金を返還し、
継続して就業した場合、
助成の対象となります

県からの案内に基づいて、
交付申請書や勤務先企業
の在籍証明書等を提出し
てください

県と企業が拠出した基金
から、日本学生支援機構
に助成額を支払います
（返還期間が短くなりま
す）

最大141.1万円

本制度の対象となる方は、以下の全ての要件に該当する方とします
① 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けている方
② 情報処理推進機構が定めるＩＴスキル標準レベル２以上の情報処理技術者試験に合格している方
③ 大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍する、卒業前年次若しくは卒業年次の方

又は 既卒者で登録企業への就職を希望する方（応募時点で登録企業に雇用されている方を除く）

⚫ ＩＴ人材の県内企業への就職・定着を促進するため、あらかじめ県の認定を受けた学生や求職者が、
本制度に登録した県内企業に就職し、継続して就業した場合に、愛媛県と登録企業が共同で
奨学金の返還を助成するものです。

⚫ 助成金額は、１年間（10月分～翌年９月分）の奨学金返還額の４/５又は20.16万円のいずれか低い額
とし、最長７年間助成します。（最大141.1万円）

⚫ 助成額は、原則として日本学生支援機構に支払います（返還期間が短くなります）。

※就職活動後（内定取得後）に資格試験に合格した場合で、内定先企業（登録企業）の了承が得られた場合は、就職活動後に申請を行っても差し支えありません。
（ただし、就職前（入社前）に申請を行う必要があります）

愛媛 ＩＴ奨学金 検索

● 本制度の対象となる方

● 制度の概要

● 助成までの流れ

（愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度 ＩＴ人材確保枠）

最長７年間助成

を募集します

奨学金の返還を支援！
愛媛県と県内企業が共同で



愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度（ＩＴ人材確保枠）

登録企業一覧

会社名称 市町
産業
分類

主な採用予定職種

リモート
ワーク制度

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

シ
ス
テ
ム

エ
ン
ジ
ニ
ア

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

エ
ン
ジ
ニ
ア

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

エ
ン
ジ
ニ
ア

サ
ー
バ
ー

エ
ン
ジ
ニ
ア

Ｉ
Ｔ

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

そ
の
他

株式会社アイムービック 松山市
情報
通信業

● 有り

株式会社伊予エンジニアリング 松山市
情報
通信業

● ● ● 有り

株式会社
いよぎんコンピュータサービス

松山市
情報
通信業

● －

株式会社ＮＰシステム開発 松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

株式会社オフィス・クラフト 宇和島市
情報
通信業

● ● ● ● ● ● ● 有り

株式会社コモテック 松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● ● －

株式会社シスディブリンク 西条市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

システムアーク株式会社
四国支店

松山市
情報
通信業

● ● ● ● ● －

株式会社
システムサポートサービス

松山市
情報
通信業

● ● 有り

株式会社瀬戸内 今治市
専門・技術
サービス業

● ● ● ● ● 有り

ソフトサイエンス株式会社 松山市
情報
通信業

● ● ● －

株式会社タイワ 新居浜市
情報
通信業

● 有り

株式会社ひめぎんソフト 松山市
情報
通信業

● ● ● ● 有り

フェイス・ソリューション・
テクノロジーズ株式会社松山支店

松山市
情報
通信業

● ● 有り

福助工業株式会社 四国中央市 製造業 ● ● －

株式会社ユイ・システム工房 松山市 情報通信業 ● ● ● 有り

（令和６年２月29日時点・五十音順）

登録企業は随時追加されますので、最新の状況は県ホームページにてご確認ください。



   

  

≪概要≫ 

愛媛県では、意欲ある女性のデジタルスキルの習得を支援し、良
質で安定的な雇用につなげるため、県内での正社員就職を目指す
女性求職者を対象とした「えひめの女性デジタルスキル de 就職
応援プログラム」を実施します。 
 
ご自宅にてオンラインで受講できる e-ラ

ーニング教材により企業が求める実践的

なデジタルスキルを身に付けていただき、

就職活動のサポートなど伴走支援を行い

ながら、県内での正社員就職に向けたきめ

細かなサポートを行うプログラムです。 

 

≪受講者募集≫ 

１．プログラムの内容 

〈e-ラーニングカリキュラム〉 

・デジタル基礎 ・マーケティング基礎 ・SNS マーケティング ・AI 活用 

・情報セキュリティ ・HP 制作 ・動画制作 ・アプリ開発 等 

   ※お申込みいただいた後に面談を行い、ご希望や適性等をふまえてカリキュ

ラムを設定します。 

  〈その他〉 

   ・受講上の相談対応 ・受講者同士の交流会 

・キャリアサポート（就職相談） 

２．受講対象 愛媛県内での正社員就職を目指す女性 

３．受 講 料 無料 

４．申 込 み 下記専用サイトから（令和６年６月 30 日まで） 

５．専用サイト https://eis-reach.com/r6_digital_ouen/ 

                     詳細・お申込みはコチラ → 

「えひめの女性デジタルスキル de 就職応援プログラム」 
受講者を募集します！ 



   

  
≪会議関係≫ 

○    ４月１２日第１２３０回愛媛県労働委員会総会 

「事務局職員人事異動に伴うあっせん員候補者の委嘱等について」など 11 件 

○   ４月１２日第 1３３５回愛媛県労働委員会公益委員会議 

   「令和６年（不）第１号事件の申立てについて」など４件 

○   ４月２６日第 1３３６回愛媛県労働委員会公益委員会議 

   「地方公営企業等の労働関係に関する法律第 5 条第２項の認定について」など３件 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 
 
○ 審査事件 

事件番号 業種 申立年月日 
労働組合法 
７条該当号 

申立内容 終結状況 

６年(不) 
第 １ 号 

福祉業 R6.３.21 １,３ 
不利益取扱い是正 
支配介入の禁止 
謝罪文の掲示等 

係属中 

 

≪個別的労使紛争関係≫ 
 
○   あっせん事件 

事件番号 業種 あっせん事項 
申出年月日 
申 出 者 

あっせん 
回 数 

終結状況 

６年個別 
第１号 

医療業 
退職金・解雇予告手
当・慰謝料等の支払い 

Ｒ６.２.28 
労働者 

１回 係属中 

６年個別 
第２号 

医療業 
精神的・経済的損失に
対する金銭的補償 

Ｒ６.４.９ 
労働者 

- 係属中 

 
○   労働相談 

  相談者数 相談件数 

４ 月 ２６ ４１ 

累計（４月～） ２６ ４１ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

労働委員会の窓（令和６年４月分） 



求人のこんなことにお困りではないですか？
　　応募がない…　
　　掲載にお金をかけたくない…
　　応募者管理が大変…

３つのメリット

年間アクセス２０万件以上!!

求人のお困りごとはこれで解決！

事業者の方
必見情報！

愛媛県からのお知らせ

愛媛県 公式 求人・移住総合情報サイト

・・

メリット１

メリット２

メリット３

登録→採用まで費用は 無料

県公式サイトで 安心

登録から求人掲載まで 簡単

    登録はコチラから



Po
int💡
令和４年度　約　    　　人7000

　求人掲載まではたったの３ステップ

操作にお困りのときは、サービスカウンターにご連絡ください！

「あのこの愛媛」は県内の求人情報を全国に届けます！

年間アクセス数
２２７，５２０

県外からのアクセス数は約　　割！７Po
int💡

が愛媛県に移住しています

県外からの人材を獲得する機会が

あのこの愛媛にはあります！

愛媛
30.6%

その他
28.9%

大阪
12.1%

東京
28.4%

Step1 あのこの愛媛から利用申請
ＵＲＬまたは二次元コードからアクセス!
https://ano-kono.ehime.jp/st/register

もしくは あのこの愛媛 で検索
事務局で事業者登録後、アカウントを発行します。

Step2
管理画面にログイン
初回ログインに関するメールが届きますので

案内に従ってログインしてください。
Step3

求人情報を作成し、情報を公開
求人情報の編集や公開/非公開の切替えは、

管理画面からいつでも変更可能です。

求人に応募があったら
そして

ご登録のメールアドレスにお知らせメールが届きます。
管理画面で応募者情報を確認し、応募者へご連絡ください。

選考後の採否結果の登録をお願いします。

anokono@hr-s.co.jp https://ano-kono.ehime.jp/st/faq/
問い合わせ
フォーム

令和４年度あのこの愛媛
地域別アクセス数
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出典：R5愛媛県「仕事と家庭の両立支援に
        関する雇用環境調査」

0～14歳 15～64歳 65歳以上

愛媛県の総人口は

4割減少2060年に

人口減少は、企業経営や事業継続に
大きな影響を及ぼします。

愛媛県の人口減少は、このまま何も対策を行わなければ、
2020年からの40年間で4割減となり、約78万人にまで減少
すると見込まれています。※ 地域が持続的に成長していくた
めには、雇用の場を提供する県内企業・事業所が、すべての
労働者にとって魅力的であるとともに、個人のライフステージ
の希望を叶えることが重要であると考えます。

令和5年度よりスタートした

“ひめボス宣言事業所”
認証制度
若年層の転出超過の解消に向け、
愛媛県が女性活躍や仕事と家庭の両立支援など
積極的に取り組む企業を認証し、
すべての人がいきいきと働ける環境づくりと
企業の成長をバックアップします。

愛 媛 県 　 保健福祉部  生き が い推進局  子育て支援課  少子化対策・男女参画室

県内企業の

男性の育児休業
取得率は

にUP！

※2020年「国勢調査」に基づき愛媛県が算出

37万人

133万人
78万人
将来推計人口

2020年

（万人）

2060年

140
120
100
80
60
40
20
0

2013年 2023年

30％

20％

10％

0％
3.2％

28.5％

生産年齢
人口
74万人

   
   

    
 このままだと…

   
  ひ

めボス促進の効果もあり

203
（※2024年3月6日時点）

ひめボス宣言事業所認証制度の目的

お問い合わ せ先

平日9：0 0～1 7：0 0
（年末年始 1 2 / 2 9～1 / 3休業）

訪問による説明・認証支援につ いて

本事業は愛媛県が 、一般社団法人愛媛県法人会連合会及び 、株式会社エス・ピー・ シーとセキ株式会社の共同事業体に委託し運営しています。

089-933-2660

ひめボス推進アドバイザー

申 請 内 容 や 申 請 方 法 に つ い て

089-903-8822
〒790-8686 愛媛県松山市湊町7-7-1（セキ株式会社内）
メール：support@himeboss. jp

ひ めボス事務局

公
式
サ
イ
ト
は

こ
ち
ら

ひめボスポータルサイトより
申請を受け付けています
（メールや書面での申請も可）

認証奨励金種類 2 0 2 4年度締切

奨励金スーパープレミアム認証

基 本 認 証

2025年1月31日

2025年3月14日

※申請締め切りは予告なく変更になる場合がございます。最新情報は、ひめボスポータルサイトをご確認ください。

申請はこちら

愛
媛
県
内
企
業

ス
ー
パ
ー

プ
レ
ミ
ア
ム

認
証
取
得

認
証
フ
ロ
ー

20～300人
常時雇用する労働者

20人未満または
300人以上
常時雇用する労働者

認証申請

基
本
認
証

申請・取得 奨励金
最大

20万円
奨励金
100万円

申請から認証まで約1 か月

申請から支払いまで
約2～3か月

基本・上位認証

奨励金

申請から取得までの目安

認 証の 支援

基本認証
取得支援

（一般事業主行動計画策定）

スーパー
プレミアム
認証取得支援

4回まで

コンサルタント（社会保険労務士）によるサポートを、
無料で受けることができます

支援回数

5回まで
支援回数

訪問支援2回まで
（オンライン可）

電話支援2回まで
（メール含む）

訪問支援2回まで
（オンライン可）

電話支援3回まで
（メール含む）

2024年度
（令和6年度）

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2-5-7 別館1F
　　　　　　 （一般社団法人 愛媛県法人会連合会内）
メール：himenowa02@csc-ehime.jp



2024年度（令和6年度）奨励金メニュー
※3

※4+10万円 10万円

※働き方改革メニューは、単独での申請不可 K・L  のいずれか１つ 

+A~J のいずれか１つとセット 

奨励金20万円

働き方改革メニュー

所定外労働の
削減

柔軟な
働き方の実現
（フレックスタイム、
テレワーク、副業、
兼業など）

パ
タ
ー
ン
2

パ
タ
ー
ン
1

基 本 認 証に必 要な要 件

みんな が活躍できる職場へ､
みんなに選ば れる企業へ 。
愛媛県内企業が性別を問わず「選ば れる企業」として魅力的な職場へ変革・成長できるよう、
女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援等に取り組んで いる企業等を認証する制度です。

ひ め ボ ス宣言事業所  認証制度

基本認証
1～4 の要件を

すべて満たすこと

※2

常時雇用する労働者数
2 0人以上3 0 0人以下の
企業が奨励金支給対象

育児・介護に関する法に基づく規定やハラスメント禁止規定の整備

1

3

4

2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

スーパープレミアム認証に必要な要件

スーパー
プレミアム認証

（上位認証）

1～4 の要件を 2つ以上（3 0 1人以上の企業は 3つ以上）/ 5及び 6 の要件は必須

認証に対する奨励金

100万円

※1 国の平均値／女性活躍推進法に関する厚生労働省通知で定める産業ごとの平均値　※2 認証及び奨励金の支給は、要件達成のほか県の審査により決定。なお、奨励金は過年度に交付した回数を含
め、1回限りの支給。2023年3月末までに旧制度のひめボス宣言事業所の登録、またはえひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証を受けている場合には、20人未満の事業所であっても支給対象。

直近の事業年度  女性正社員の割合

直近の事業年度  女性正社員の平均継続勤続年数

直近の事業年度 女性の平均継続勤続年数
（雇用管理区分ごと）

直近の事業年度  女性管理職の割合

直近の事業年度  出産した女性の就業継続率

直近の事業年度  男性の育児休業取得率

1

3

4

5
6

2

直近の三事業年度  非正規女性の正社員転換

直近の三事業年度  離職した女性の正社員再雇用

※1

※1

※1

いずれか

いずれか

国の平均値以上
または4割以上
国の平均値以上

男性の7割以上
国の平均値以上

転換後6箇月以上
再雇用後6箇月以上
80%以上
100％

ひめボス事業所宣言書の提出

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

K

F～J  のいずれか１つ 

奨励金10万円

仕事と家庭の両立支援メニュー

保育環境の
整備

育児休業中の
応援手当または
代替人員の
確保

男性の
育児休業等の
通算28日以上

男性の
育児休業
取得率100％
（取得者2人以上）

法定を上回る
両立支援の勤務・
休暇制度整備
及び取得実績

※4  働き方改革メニューは単独での奨励金支給不可。A~Jのいずれか1つとセットで達成することが条件。

A～J  の
いずれか１つ

K・L の
いずれか１つ

A～E  のいずれか１つ 

奨励金10万円

女性活躍推進メニュー

リカレント
教育制度の
創設及び
取得実績

女性管理職
（係長相当職以上）の
割合が
20％以上

出産・育児・
介護で離職した
女性の
再雇用

更衣室等
女性専用の
施設整備及び
女性採用増加

女性採用
説明会の開催
及び
女性採用増加

RE
NE
WA

L!

NE
W!

A B C

D E

I J

F G H

NE
W!

NE
W!

NE
W!

NE
W!

※3

常時雇用する労働者数
20人以上300人以下の企業が
奨励金支給対象
※3 認証及び奨励金の支給は、要件達成のほか県の審査により決
定。奨励金の交付限度額は過年度に交付した額を含め最大20万円と
する。2023年3月末までに旧制度のひめボス宣言事業所の登録、また
はえひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証を受けている場合は、20
人未満の事業所であっても支給対象。

20万円最 

大

女性活躍
推進メニュー

A～E  
仕事と家庭の
両立支援メニュー

F～J
働き方改革

メニュー

K・L

女性活躍推進メニュー

A～E  のいずれか１つ 10万円 仕事と家庭の両立
支援メニュー

F～J  のいずれか１つ10万円

L



2024年度（令和6年度）奨励金メニュー
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※4+10万円 10万円

※働き方改革メニューは、単独での申請不可 K・L  のいずれか１つ 

+A~J のいずれか１つとセット 

奨励金20万円
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働き方の実現
（フレックスタイム、
テレワーク、副業、
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パ
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基 本 認 証に必 要な要 件

みんな が活躍できる職場へ ､
みんなに選ば れる企業へ 。
愛媛県内企業が性別を問わず「選ば れる企業」として魅力的な職場へ変革・成長できるよう、
女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援等に取り組んで いる企業等を認証する制度です。

ひ め ボ ス宣言事業所  認証制度

基本認証
1～4 の要件を

すべて満たすこと

※2

常時雇用する労働者数
2 0人以上3 0 0人以下の
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育児・介護に関する法に基づく規定やハラスメント禁止規定の整備

1
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4

2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

スーパープレミアム認証に必要な要件

スーパー
プレミアム認証

（上位認証）

1～4 の要件を 2つ以上（3 0 1人以上の企業は 3つ以上）/ 5及び 6 の要件は必須

認証に対する奨励金

100万円

※1 国の平均値／女性活躍推進法に関する厚生労働省通知で定める産業ごとの平均値　※2 認証及び奨励金の支給は、要件達成のほか県の審査により決定。なお、奨励金は過年度に交付した回数を含
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（係長相当職以上）の
割合が
20％以上

出産・育児・
介護で離職した
女性の
再雇用

更衣室等
女性専用の
施設整備及び
女性採用増加

女性採用
説明会の開催
及び
女性採用増加

RE
NE
WA

L!

NE
W!

A B C

D E

I J

F G H

NE
W!

NE
W!

NE
W!

NE
W!

※3

常時雇用する労働者数
20人以上300人以下の企業が
奨励金支給対象
※3 認証及び奨励金の支給は、要件達成のほか県の審査により決
定。奨励金の交付限度額は過年度に交付した額を含め最大20万円と
する。2023年3月末までに旧制度のひめボス宣言事業所の登録、また
はえひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証を受けている場合は、20
人未満の事業所であっても支給対象。

20万円最 

大

女性活躍
推進メニュー

A～E  
仕事と家庭の
両立支援メニュー

F～J
働き方改革

メニュー

K・L

女性活躍推進メニュー

A～E  のいずれか１つ 10万円 仕事と家庭の両立
支援メニュー

F～J  のいずれか１つ10万円

L
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出典：R5愛媛県「仕事と家庭の両立支援に
        関する雇用環境調査」

0～14歳 15～64歳 65歳以上

愛媛県の総人口は

4割減少2060年に

人口減少は、企業経営や事業継続に
大きな影響を及ぼします。

愛媛県の人口減少は、このまま何も対策を行わなければ、
2020年からの40年間で4割減となり、約78万人にまで減少
すると見込まれています。※ 地域が持続的に成長していくた
めには、雇用の場を提供する県内企業・事業所が、すべての
労働者にとって魅力的であるとともに、個人のライフステージ
の希望を叶えることが重要であると考えます。

令和5年度よりスタートした

“ひめボス宣言事業所”
認証制度
若年層の転出超過の解消に向け、
愛媛県が女性活躍や仕事と家庭の両立支援など
積極的に取り組む企業を認証し、
すべての人がいきいきと働ける環境づくりと
企業の成長をバックアップします。

愛 媛 県 　 保健福祉部  生き が い推進局  子育て支援課  少子化対策・男女参画室

県内企業の

男性の育児休業
取得率は

にUP！

※2020年「国勢調査」に基づき愛媛県が算出

37万人

133万人
78万人
将来推計人口

2020年

（万人）

2060年

140
120
100
80
60
40
20
0

2013年 2023年

30％

20％

10％

0％
3.2％

28.5％

生産年齢
人口
74万人

   
   

    
 このままだと…

   
  ひ

めボス促進の効果もあり

203
（※2024年3月6日時点）

ひめボス宣言事業所認証制度の目的

お問い合わ せ先

平日9：0 0～1 7：0 0
（年末年始 1 2 / 2 9～1 / 3休業）

訪問による説明・認証支援につ いて

本事業は愛媛県が 、一般社団法人愛媛県法人会連合会及び 、株式会社エス・ピー・ シーとセキ株式会社の共同事業体に委託し運営しています。

089-933-2660

ひめボス推進アドバイザー

申 請 内 容 や 申 請 方 法 に つ い て

089-903-8822
〒790-8686 愛媛県松山市湊町7-7-1（セキ株式会社内）
メール：support@himeboss. jp

ひ めボス事務局

公
式
サ
イ
ト
は

こ
ち
ら

ひめボスポータルサイトより
申請を受け付けています
（メールや書面での申請も可）

認証奨励金種類 2 0 2 4年度締切

奨励金スーパープレミアム認証

基 本 認 証

2025年1月31日

2025年3月14日

※申請締め切りは予告なく変更になる場合がございます。最新情報は、ひめボスポータルサイトをご確認ください。

申請はこちら

愛
媛
県
内
企
業

ス
ー
パ
ー

プ
レ
ミ
ア
ム

認
証
取
得

認
証
フ
ロ
ー

20～300人
常時雇用する労働者

20人未満または
300人以上
常時雇用する労働者

認証申請

基
本
認
証

申請・取得 奨励金
最大

20万円
奨励金
100万円

申請から認証まで約1 か月

申請から支払いまで
約2～3か月

基本・上位認証

奨励金

申請から取得までの目安

認 証 の 支援

基本認証
取得支援

（一般事業主行動計画策定）

スーパー
プレミアム
認証取得支援

4回まで

コンサルタント（社会保険労務士）によるサポートを、
無料で受けることができます

支援回数

5回まで
支援回数

訪問支援2回まで
（オンライン可）

電話支援2回まで
（メール含む）

訪問支援2回まで
（オンライン可）

電話支援3回まで
（メール含む）

2024年度
（令和6年度）

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2-5-7 別館1F
　　　　　　 （一般社団法人 愛媛県法人会連合会内）
メール：himenowa02@csc-ehime.jp



お
済
み
で
す
か
？

「
ひ
め
ボ
ス
認
証
」
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in Ehime 加

速
す
る
改
革
、増
え
る
認
証
事
業
所
。

「
愛
媛
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
に
待
っ
た
な
し
。

改
革
の
加
速
に
、動
き
出
し
た
2
年
目
。

急
速
に
進
む
人
口
減
少
。こ
の
状
況
下
で
地
域
が
持
続
的
に
成
長
し
て

い
く
た
め
に
、女
性
活
躍
及
び
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
取
り
組
む

事
業
所
を
、愛
媛
県
が
強
力
に
後
押
し
。2
年
目
と
な
る「
ひ
め
ボ
ス
宣

言
事
業
所
認
証
制
度
」を
通
し
て
魅
力
的
な
事
業
所
を
増
加
さ
せ
、

オ
ー
ル
愛
媛
体
制
で
、誰
も
が
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、多
様
な
働
き

方
が
で
き
る
環
境
が〝
当
た
り
前
〞に
な
る
愛
媛
県
を
目
指
し
ま
す
。

本事業は愛媛県が、一般社団法人愛媛県法人会連合会及び、株式会社エス・ピー・シーとセキ株式会社の共同事業体に委託し運営しています。

089-933-2660
〒790-0067 愛媛県松山市大手町2-5-7 別館1F
　　　　　　 （一般社団法人 愛媛県法人会連合会内）
メール：himenowa02@csc-ehime.jp

ひめボス推進アドバイザー

089-903-8822
〒790-8686 愛媛県松山市湊町7-7-1（セキ株式会社内）

メール：support@himeboss. jp

ひ めボス事務局

愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局
子育て支援課 少子化対策・男女参画室

訪問による説明・認証支援について申請内容や申請方法について
まずは気軽に
お問合せ
＜お問合せ受付＞
平日9：00～17：00
（年末年始12/29～1/3休業）



本事業は愛媛県が、一般社団法人愛媛県法人会連合会及び、株式会社エス・ピー・シーとセキ株式会社の共同事業体に委託し運営しています。

メールや書面での申請も可能です。最新情報、詳細は、ひめボスポータルサイトをご確認ください。

ひめボス
ポータルサイトより申請を受け付けています▶▶▶

アフラック生命保険（株）
（株）伊予銀行
（株）愛媛銀行
愛媛信用金庫
愛媛県信用農業協同組合連合会
愛媛県信用保証協会
宇和島信用金庫
東予信用金庫
（株）ゆうちょ銀行

金
融
業・保
険
業

（公財）えひめ女性財団
愛媛県
愛媛県教育委員会
愛媛県警察本部
松山市
今治市
宇和島市
八幡浜市
新居浜市
西条市
大洲市
伊予市
四国中央市
西予市
東温市
上島町
久万高原町
松前町
砥部町
内子町
伊方町
松野町
鬼北町
愛南町

地
方
公
共
団
体
等

四国ガス（株）
四国電力（株）
四国電力送配電（株）
正起ガス（株）

電
気・ガ
ス・

熱
供
給・

水
道
業

（株）伊予鉄グループ
（株）日本エイジェント

不
動
産
業・

物
品

賃
貸
業

うま農業協同組合
愛媛たいき農業協同組合
えひめ中央農業協同組合
えひめ南農業協同組合
越智今治農業協同組合
久万広域森林組合
東宇和農業協同組合
松山市農業協同組合

農
業・林
業

伊予鉄タクシー（株）
伊予鉄道（株）
伊予鉄バス（株）
宇和島自動車（株）
桑原運輸（株）
（株）瀬戸内しまなみリーディング
ダイオーロジスティクス（株）
ペガサス運輸（株）

運
輸
業・郵
便
業

（大）愛媛大学
（学）聖カタリナ学園
（学）新田学園
（学）松山東雲学園
（学）松山聖陵学園
（学）松山大学
やまもと学習サポート教室

教
育・学
習
支
援
業

石田クリーニング（株）
エリエールライフ（株）
（株）エリエールリゾーツゴルフクラブ
（株）レスパスコーポレーション

生
活
関
連

サ
ー
ビ
ス
業・

娯
楽
業

（株）あいテレビ
（株）アイクコーポレーション
RNBコーポレーション（株）
（株）いよぎんコンピュータサービス
（株）エス・ピー・シー
（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国
（株）愛媛ＣＡＴＶ
（株）愛媛新聞社
（株）愛媛電算
（株）えひめリビング新聞社
サイボウズ（株）
佐川印刷（株）
Ｓｋｙ（株）
（株）デジタルピア
南海放送（株）
（株）ビット
（株）ファインデックス

情
報
通
信
業

（医）愛寿会
（福）愛美会
（株）アクト企画
（株）アルティザン
（福）今治市社会福祉協議会
（福）今治福祉施設協会
（株）エイジングウェル
（福）愛媛県社会福祉事業団
（公財）愛媛県総合保健協会
（医）かとう歯科医院
きくぞのケアパーク（株）
（医）栗整形外科病院
（福）来島会
（株）ケアジャパン
（株）ココロココ
（福）三恵会
（福）四国中央市社会福祉協議会
（医）社団更生会
（株）ジャックと豆の木園
（株）シルバーケアサービス
（医）仁清会 野本記念病院
（福）正和会
（福）西予総合福祉会
（福）泰斗福祉会
（福）新居浜市社会福祉協議会
（株）華桔梗
（株）響
（福）福角会
（医）北斗会 大洲中央病院
（福）松山市社会福祉協議会
（医）松山ハートセンター
（福）御荘福祉施設協会
（福）八幡浜市社会福祉協議会
（福）悠々会

医
療・福
祉

（株）小笠原工務所
（有）清水式賃金研究所
住重アテックス（株）
（株）ミズキコンサルタント

学
術
研
究・

専
門・技
術

サ
ー
ビ
ス
業

エリエールフーズ（株）
（株）グラン・ジュテ
（株）古湧園
（株）ホテル椿館
（有）大和屋本店旅館

宿
泊
業・

飲
食

サ
ー
ビ
ス
業

（株）イナミコーポレーション
伊予鉄総合企画（株）
（株）ANAエアサービス松山
愛媛県国民健康保険団体連合会
愛媛県商工会連合会
（一社）愛媛県法人会連合会
（一社）えひめ若年人材育成推進機構
（株）カスタマーリレーションテレマーケティング
（株）カナン・ジオリサーチ
共立自動車（株）
（株）建設マネジメント四国
大王製紙保安検査システム（株）
（株）長崎商事
富士通コミュニケーションサービス（株）
（特非） ワークライフ・コラボ

サ
ー
ビ
ス
業

（株）愛亀
安藤工業（株）
（株）一宮工務店
井原工業（株）
（株）大竹組
（株）川下建設
（株）かわにし
向成建設（株）
重松兄弟設備（株）
四国竹林塗装工業（株）
四国通建（株）
（株）四国ライト
神野電気（株）
大和リース（株）
（株）田野電設
（株）ＤＡＤ
富永建設（株）
（株）長浜機設
尾藤建設（株）
（株）風土
（有）松本組
（株）宮嶋組
（株）よしだ
（株）渡辺建設

建
設
業

葵機工（株）
浅川造船（株）
朝日共販（株）
（株）アテックス
（株）あわしま堂
イトマン（株）
ウダカエンジニアリング（株）
エリエールプロダクト（株）
エリエールペーパーテクノロジー（株）
（株）大石工作所
（株）栗之浦ドック
サンヨー食品（株）
（株）四国シキシマパン
四国乳業（株）
ＪＡえひめアイパックス（株）
ジャスティン（株）
（株）新来島どっく
シンワ（株）
住友重機械プロセス機器（株）
セキ（株）
（株）セラテック
CELCOJAPAN（株）
仙味エキス（株）
ダイオーエコワーク（株）
ダイオーエンジニアリング（株）
大王製紙（株）
西染工（株）
萩尾機械工業（株）
八水蒲鉾（株）
服部製紙（株）
（株）ビージョイ
（株）ヒカリ
福助工業（株）
（株）フジコソ
（株）松山機型工業
（株）マルカワ
丸菱ペーパーテック（株）
三浦工業（株）
三木特種製紙（株）
（株）三好鉄工所

製
造
業

愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 少子化対策・男女参画室

224社基本認証事業所数 4社スーパープレミアム
認証事業所数

：スーパープレミアム認証取得（業種別／50音順）

224社

2024年
5月1日時点

卸
売
業・小
売
業

アカマツ（株）
（株）アスティス
石﨑商事（株）
（株）伊予鉄髙島屋
愛媛飼料産業（株）
愛媛トヨペット（株）
（株）キクノ
サトー産業（株）
四国スバル（株）
太陽石油販売（株）
大黒工業（株）
（株）髙橋栄商店
高松石油（株）
（株）南予ビージョイ
（株）日東物産
（株）フジ
（株）モバイルコム
（株）ヨンキュウ
（株）レデイ薬局



令和５年度 令和６年度

賃金要件

生産量要件

物価高騰等要件

車・PCなど

関連する経費

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産

性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制

度です。

令和６年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、一部変更しましたので、ご注意下さい。

令和６年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

引き続き実施

変更点

① 賃金要件 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者

② 物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間

のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3％ポイント※以上低下している事業者
※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

（参考①）
令和６年度の特例事業者は、以下の①～②のいずれかの要件に当てはまる中小企業事業者となります。

引き続き実施

令和５年度限り

引き続き実施

令和５年度限り
経費の特例

１．特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」
が終了（賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続）

２．経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められてい
た「関連する経費」が終了（車・PCなどの導入は引き続き実施）

３．申請回数 令和６年度中に可能な申請回数は１回まで※

４．賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは１回のみ（複数回の引上げは助成対
象外）

５．申請期限 令和６年12月27日まで

６．事業完了期限 令和７年１月31日まで

※ 令和６年３月31日までに申請いただき、令和６年４月１日以降に交付決定を受けた事業者は、令和５年度に申請され

たものとして扱われますので、令和６年度にも申請可能です。

令和６年度における特例事業者の要件と対象経費は以下のとおりです。

特例事業者に関する注意点

特
例
事
業
者



５月１日に30円以上引き上げていただくと
助成対象となります。

５月１日に30円以上引き上げていただく
か、５月１日の10円引上げはそのままに、
９月１日に30円以上引き上げていただく
と助成対象となります。

（R６.３）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ

「４．賃金引上げ方法」のとおり、事業場内最低賃金の複数回に分けての引き上げは助成対
象外となりました。申請に当たっては、特に以下の点にご注意ください。

賃金引上げに関する注意点

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

５月１日に1,000円から1,010円に引上げ、９月１
日に1,010円から1,030円に引上げを実施し、合算
して30円コースを申請したい。

（例）地域別最低賃金が970円、事業場内最低賃金1,000円の事業場が４月15日に申請する場合

対象外

５月１日に1,000円から1,025円に引上げ、９月１
日に1,025円から1,060円に引上げを実施し、合算
して60円コース又は２回目の賃上げで30円コース
を申請したい。

対象外
５月１日と９月１日もともに30円以上の
引上げがされていないので、引上げコー
ス区分を満たす賃上げとは認められませ
ん。

５月１日は30円以上の引上げがされておらず、
かつ地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差
額が50円を超えたため、９月１日に30円以
上引き上げていただいても対象外となります。

地域別最賃から50円以内ゾーン
970円

5/1

1,000円

1,025円

1,060円

25円アップ

35円アップ

1,020円

一度目の賃上げは要件を満たさないため対象外。
また、その際に地域別最賃から50円を超えたため、

後の賃上げが要件を満たすものでも対象外。

★
4/15
申請

9/1

地域別最賃から50円以内ゾーン
970円

5/1

1,000円

1,010円

1,030円

10円アップ

20円アップ
1,020円

複数回に分けて実施した賃
上げは合算しません。

★
4/15
申請

9/1

また、変更後の特例事業者に該当する場合、以下の特例措置を受けることができます。

一般事
業者

特例事業者

①賃金要件
②物価高騰
等要件

引上げ人数関係 引上げ人数10人以上の区分の利用 × ○ ○

助成対象経費

関係

生産性向上に資する設備投資等 ○ ○ ○

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× × ○

助成対象となるには？ 助成対象となるには？

業務改善助成金 検 索

対象！ 対象！



変更前 変更後

支給
内容

・連続５日以上の育児休業、雇用環境整備
措置を２つ以上実施：20万円
※１事業主あたり１回限り

・１人目（連続５日以上の育児休業、雇用環境整備措置
を２つ以上実施）：20万円
★措置を４つ以上実施した場合、30万円に増額

・２人目（連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を３つ以上実施）：10万円

・３人目（連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を４つ以上実施）：10万円

令和６（2024）年度 両立支援等助成金の

制度変更内容等をお知らせします

事業主の皆さまへ

「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和６年度から、以下の通り拡充・見直しを行いました。

第１種＜男性労働者の育児休業取得＞について、支給対象労働者数を３人までに拡充します。

第１種＜男性労働者の育児休業取得＞（拡充）

＜裏面へ続く＞

1 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

令和６年１月より制度を開始しており、引き続き、同様の内容で実施します。

手当支給等（育児休業）/ 手当支給等（短時間勤務）/ 新規雇用（育児休業）

２ 育休中等業務代替支援コース

変更前 変更後

支給
内容

第１種の受給後、育児休業取得率（％）が
・１年以内に30ポイント以上上昇：60万円
・２年以内に30ポイント以上上昇等：40万円
・３年以内に30ポイント以上上昇等：20万円

第１種（１人目）の受給後、育児休業取得率（％）が
・１年以内に30ポイント以上上昇：60万円
・２年以内に30ポイント以上上昇等：40万円
・３年以内に30ポイント以上上昇等：20万円
★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
※第１種（１人目）の育児休業終了前の認定に限る

第２種＜男性の育児休業取得率の上昇等＞について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。

第２種＜男性の育児休業取得率の上昇等＞（拡充）

※育児休業は、子の出生後８週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を２週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が１つ増加します（一部除く）。

制度 対象となる場合 支給額

手当支給等
（育児休業）

育児休業取得者の業務を代
替する周囲の労働者に手当
を支給した場合

以下①②の合計額を支給（最大125万円）
①業務体制整備経費：５万円（育休１か月未満：２万円）
②手当支給総額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで
（プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増）

手当支給等
（短時間勤務）

育児のための短時間勤務中
の業務を代替する周囲の労
働者に手当を支給した場合

以下①②の合計額を支給（最大110万円）

①業務体制整備経費：２万円
②手当支給総額の3/4 ※上限３万円/月、子が３歳になるまで

新規雇用
（育児休業）

育児休業取得者の代替要
員を新規雇用（派遣受入
含む）で確保した場合

代替期間に応じた額を支給
最短：７日以上14日未満 ９万円
最長：６か月以上 67.5万円
（プラチナくるみん認定事業主は支給額を加算）

※対象労働者数や初回からの支給年数に上限があります。

※一定の場合に支給額の加算があります。（有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算）



３ 柔軟な働き方選択制度等支援コース（新設）

両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎その他詳しい支給の要件や手続、支給申請期間については、厚生労働省のHPをご参照いただくか、本社等所

在地を管轄する都道府県労働局（申請先）へお問い合わせください。

2024年３月作成・更新

新型コロナウイルス感染症対応特例の終了

介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）及び育児休業等支援コース（新型コロナウイル
ス感染症対応特例）については、令和５年度限りで制度を終了しました。
※令和６年３月31日までに対象労働者が休暇を取得した場合までが対象となります。

育児休業等支援コース（職場復帰後支援）の廃止

育児休業等支援コース（職場復帰後支援）については、柔軟な働き方選択制度等支援コースの新設に伴い、令
和５（2023）年度限りで制度を廃止しました。
※令和６年３月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合までが対象となります。

主な要件 ①育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度（柔軟な働き方選択制度等。下記Ａ～Ｅ

から２つ以上）を導入する

②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」（※）により、柔軟な働き方に関する制度の利用
及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を社内周知する
（※）「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」：育児を行う労働者が、柔軟な働き方に関する制度の利用や利
用終了後のキャリア形成を円滑に行うことができるようにするため、事業主が労働者ごとに作成する計画

③助成金の対象労働者（制度利用者）と面談を実施し、「面談シート」に記録する

④面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する

⑤開始から６か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、下記の基準以上利用

柔軟な
働き方
選択制
度等

※異なる制
度を同一期
間に利用し
た場合、利
用実績を合
算することは
不可

制度名称 導入すべき主な内容 利用実績の基準

A 始業
終業時
刻の変
更等

フレックスタイム制 日々の始業・終業時刻や労働時間を労
働者が決定

合計20日以上利用

時差出勤制度 始業・終業時刻の1時間以上の繰り上げ
または繰り下げ

合計20日以上利用

B 育児のためのテレワーク等 自宅等での勤務を可能とする
勤務日の半数以上利用可能
時間単位で利用可能

合計20日以上利用

C 短時間勤務制度 所定労働時間を１日１時間以上短縮
６時間とする以外の短縮時間も利用可

合計20日以上利用

Ｄ 保育サービスの手配・費用補
助制度

労働者の子に対する一時的な保育サー
ビスを手配し、当該サービスの利用に係る
費用の全部または一部を補助

負担額の5割以上かつ３
万円以上
または10万円以上の補助

Ｅ 子の
養育の
ための有
給休暇

子の養育を容易にす
るための休暇制度

有給、年10日以上取得可能、時間単
位取得可能な休暇制度

合計20時間以上取得

法を上回る子の看護
休暇制度

法定の子の看護休暇制度を上回るもの
として、有給、年10日以上取得可能、
時間単位取得可能な休暇制度

合計20時間以上取得

助成額 柔軟な働き方選択制度等を２つ導入し、対象労働者が制度を利用 20万円
柔軟な働き方選択制度等を３つ以上導入し、対象労働者が制度を利用 25万円
※１年度あたり１事業主５人まで対象
※育児休業等に関する情報公表加算（１回限り、２万円）の適用あり。

育児を行う労働者が柔軟な働き方を選択できる制度の利用支援

４ その他の変更内容



人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内

中小企業事業主の皆さまへ

助成対象となる取組

① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器等（※）の導入・運用
※令和６年4月1日から仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを

用いたコミュニケーションツール・ペーパレス化ツールの利用料が助成対象と
なります。
その他の支給対象となる経費については、支給要領をご確認ください。

④ 労務管理担当者に対する研修

⑤ 労働者に対する研修

※〈〉内は賃金要件を満たした場合に適用

ご利用の流れ等については裏面をご確認ください。
⚫ 使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、

厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

⚫ テレワークの導入に当たっては、セキュリティへの配慮も必要です。テレワークセキュリティガイドライン（総務省）などもご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

主な支給要件及び支給額は次のとおりです。詳細は支給要領等をご確認ください。

※ テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している、又はしていた
事業主の方に加え、令和６年4月1日から既に導入済みで実施を拡大する事業主の方も
対象となります。

良質なテ レ ワ ー ク を制度 と し て導入 ・実施する こ と に よ り 、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点か ら効果をあげ た

中小企業事業主（※）を支援し ます！

令和６年４月１日改正

支 給 額

支給対象経費の

50％
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×

対象労働者数

支 給 額

支給対象経費の

※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×

対象労働者数

支 給 要 件

⚫ 評価期間後１年間の離職率が、計画提出前１年間の離職率以下であること。

⚫ 評価期間後１年間の離職率が30％以下であること。

⚫ 評価期間（目標達成助成）に、１回以上テレワークを実施した労働者数が、評
価期間（機器等導入助成）初日から１年を経過した日における事業所の労働
者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割
合を掛け合わせた人数以上であること。

①
機
器
等
導
入
助
成

②
目
標
達
成
助
成

支 給 要 件

⚫ テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象と
なる取組を１つ以上行うこと。

⚫ 評価期間（機器等導入助成）における、テレワークに取り組む者として事業主が指定し
た対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。

✓ 評価期間（機器等導入助成）に１回以上対象労働者全員がテレワークを実施す
る 又は

✓ 評価期間（機器等導入助成）に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平
均を１回以上とする

※実施を拡大する事業主の方は、上記に加え、評価期間（機器等導入助成）の延べ
テレワーク実施回数を計画提出前3ヶ月と比べて25％以上増加させる必要があります。

⚫ テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテ
レワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。

15％ 〈25%〉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm


②目標達成助成に係る支給申請

5
✓ 上記４の評価期間（目標達成助成）の終了日の翌日から

起算して１か月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請
書を提出

✓ 前頁の離職率目標を満たすことが必要
✓ 上記４の評価期間（目標達成助成）において、前頁のテレ

ワーク実績基準を満たすことが必要

テレワーク実施計画の作成・提出

✓ 提出期限までに、事業主の主たる事業所（通常は本社）の
所在地を管轄する都道府県労働局（以下「管轄労働局」とい
う。）へ提出

1

認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組（※）を実施

2 評価期間（機器等導入助成）においてテレワークを実施

✓ 計画認定日以降、以下３の支給申請日までに、取組の実施（機器購入の場合は納品）・支払を終えることが必要。
✓ 計画認定日から起算して６か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する３か月間を「評価期間

（機器等導入助成）」として設定し、テレワークに取り組む（評価期間の始期は事業主が設定）。

①機器等導入助成に係る支給申請

3
✓ 上記２の実施後、計画認定日から起算して７か月以内に、管

轄労働局へ支給申請書を提出
✓ テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定する（して

いる）ことが必要
✓ 上記２の評価期間（機器等導入助成）において、前頁のテ

レワーク実績基準を満たすことが必要

助成金の支給

支給対象経費の

50％
※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

助成金の支給

支給対象経費の

15％ 〈25%〉
※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

✓ 上記２の評価期間（機器等導入助成）の初日から１年を経過した日から起算した３か月間（評価期間（目標
達成助成））において、テレワークを実施。

評価期間（目標達成助成）においてテレワークを実施
4

※〈〉内は賃金要件を満たした場合に適用

※助成対象となる取組（カッコ内の数字は上限額）

✓ 就業規則・労使協定等の作成・変更（11万円）

✓ 労務管理担当者に対する研修（11万円）

✓ 労働者に対する研修（11万円）

✓ 外部専門家によるコンサルティング（33万円）

⚫ テレワーク用端末レンタル・リース費用（77万円）
⚫ ネットワーク機器（16万５千円）
⚫ サーバ機器（55万円）
⚫ NAS機器（11万円）
⚫ セキュリティ機器（33万円）
⚫ ウェブ会議関係機器（１万１千円／対象労働者１人）
⚫ サテライトオフィス利用料（33万円）
⚫ 仮想オフィスに係るサービス利用料
⚫ テレワークに用いるサービスの利用料
（例：クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツール等）

対象となる取組の詳細については厚労省ＨＰをご確認いただくか、
最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。

✓ テレワーク用通信機器等の導入・運用

管轄労働局が
テレワーク実施計画を

認定

ご 利 用 の 流 れ

助成金の詳細・問合せ先

厚生労働省・都道府県労働局

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省
ＨＰをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均
等部（室）へお問い合わせください。

人材確保等支援助成金 検 索

厚労省HPへは
こちらのQRコードからも
アクセス可能です。



【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（R６.２）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

STOP︕熱中症

準備期間（４月）にすべきこと
きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう

□ 労働衛生管理体制の確立 事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し熱中症予防の
責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する
事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討 暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、
散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討 透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により
身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

労働災害防止キャラクター

職場での熱中症により毎年約20人が亡くなり、
約８00人が4日以上仕事を休んでいます。

重点取組

準備 キャンペーン期間

キャンペーン
実施要項



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キャンペーン期間（5月～9月）にすべきこと

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応 熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整
※新規入職者や休み明け労働者は別途調整することに注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行させる等を考慮）

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□ 健康診断結果に
基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経
関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症
の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□ 作業中の労働者の
健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働
者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、
病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置
※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減
※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重点取組期間（7月）にすべきこと



（愛媛労働局委託事業）
〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目5ｰ7 会館1階
受付時間 午前9時～午後5時（土・日・祝日12月29日～1月3日を除く）

フリーダイヤル：０１２０－００５－２６２
【この記事に関する問い合わせ】愛媛労働局雇用環境・均等室 ℡089-935-5222

個別相談
セミナー
出張相談
企業訪問

お気軽に
ご相談く
ださい！



医療勤務環境改善支援センター医療勤務環境改善支援センター

〒790-0054 松山市空港通1-8-16 えざき本社ビル5階（来所希望の場合は要事前連絡）
平日 午前９時～午後17時まで受付 （土日祝日、年末年始を除く）

愛媛県医療勤務環境改善支援センター
ＴＥＬ 089-993-7831 ＦＡＸ 089-993-7832

　愛媛県では医療機関の自主的な取組を支援する「愛媛県医療勤務環境改善支援センター」を
設置し、医業経営の専門家と医療労務管理の専門家が、医療機関の管理者（又は管理的な立場
の方）からの相談を受け、勤務環境の改善に向けた支援を行っています。

愛媛県医療勤務環境改善支援センターでは医師および医療従事者の働き方改革に関する相談の受付を
行っています。また、働き方改革をはじめ、ハラスメント関係など多種の院内研修も実施しています。

　本センターでは医療機関からの相談受付やセミナー開催のほか、「医療勤務環境改善マネジメント
システム」の導入支援も行っています。それぞれの職場の実状にあった形で、勤務環境の現状分析や
課題抽出等に対する支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。

医業経営・医療労務管理に関するご相談を受け付けています。気軽にお問合せ下さい。

計画策定

医療勤務環境マネジメントシステム
（PDCA サイクルによる改善）

Plan

取組実施
Do

更なる
改善

Act

定期的な
評価

Check

医療勤務
環境の改善

好 循 環
（医療従事者、患者、経営者にとってWIN-WIN-WIN）

「医療の質」
の向上

経営の
安定化

患者満足度
の向上

愛 媛 県愛 媛 県 相談無料

現状分
析

現状分
析 課題抽

出
課題抽

出

マネジメントシステムを導入しましょう！マネジメントシステムを導入しましょう！

令和６年４月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます



相談予約については、下記申込書にお書き添えの上、
FAXにてご送付下さい。

〒790-0054
松山市空港通1-8-16 えざき本社ビル5階
（来所希望の場合は要事前連絡）
受付時間 ：平日 午前９時～午後17時 
（土日祝日、年末年始を除く）

医療勤務環境の改善に関する
ワンストップの無料相談・支援窓口　

無料相談申込書

愛媛県医療勤務環境改善支援センター

送信先：愛媛県医療勤務環境改善支援センター行き
　　　　FAX 089-993-7832

医療機関名 ご担当者
（氏名）

医療機関
ご住所

相談内容

その他の
相談内容

お電話　　　　　（　　　　　）
E-mail

折り返しセンターから担当者がご連絡いたします。

（上記以外の事項や詳細などがございましたら、ご記入下さい）

089-993-7831

□まずはどのような支援が受けられるか話をきいてみたい。
□マネジメントシステム導入について検討してみたい。
□院内研修の内容について詳しく話をきいてみたい。
□働き方改革について相談したい。
□労務管理について相談したい。
□勤務条件や働きやすい職場について相談したい。

DCMダイキ
●

DCMダイキ
●

ベルフォーレ
松山
●

ベルフォーレ
松山
●

城西中
●

城西中
●

●
スシロー
●
スシロー

●
雄新中
●

雄新中

●
双葉小
●

双葉小

●
善復寺
●

善復寺

土居田駅土居田駅

愛媛県
医療勤務環境
改善支援
センター

18

●
Re・再来館
●

Re・再来館



社会福祉法人福角会「プラチナくるみん」と「えるぼし」認定！

所 在 地：松山市 業種：社会福祉事業
労働者数：３５９人（男性108人、女性251人 R5.10.26）

育休取得者：男性8人（取得率88％）女性7人（取得
率100％）※プラチナくるみん計画期間中の取得者数
多様なキャリアコース
概ね30歳以上の女性の正社員としての中途採用
→12名※直近3事業年度内の人数

取組内容の詳細はこちら⇒

★社会福祉法人福角会 概要

社会福祉法人福角会（松山市、理事長 芳野 道子）は、次世代育成支援対策推進法に基づく仕事と子育ての両立を
推進している子育てサポート企業として「プラチナくるみん認定」を取得しました。併せて女性活躍推進法に基づく
「えるぼし認定（3つ星）」も取得し、次世代育成支援と女性活躍推進のダブル認定となりました。

くるみん認定・えるぼし認定に関するお問合せ

愛媛労働局雇用環境・均等室 ☎ 089-935-5222

☆「くるみん」や「えるぼし」の認定がされると……☆

認定マークを商品や求人広告に表示す
ることで、優良企業であることをア
ピールし、販売促進・求人応募
者の増加につながります。

①認定マークで優良企業の
アピール！

公共調達（総合評価落
札方式・規格競争によ
る調達）において加点
されます。

②公共調達で加点！
認定を受けた中小企業
が一定の要件を満たす
と、申請により「くる
みん助成金」が支給さ
れます。

③くるみん助成金の支給！

★「プラチナくるみん」認定とは？

次世代法第15条の2に基づき、くるみん認定企業が、より
高水準の取組を行い、一定基準を満たす場合、労働局へ
の申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができ
ます。

★「えるぼし」認定とは？

女活法に基づき、一般事業主行動計画を届出た企業のう
ち、女性活躍推進に関する取組等が優良な企業は、労働
局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることが
できます。くるみん えるぼし
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労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や

厚生労働省ホームページ

もご覧ください！



（2023年10月）
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無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込
むことができる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。3

就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。

１
全ての労働者に対する明示事項

有期契約労働者に対する明示事項等

詳しい情報や相談先はこちら

• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）

• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）

• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準）
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、

今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変

更すべきものとされています。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。2

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※３に、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決
定するに当たって、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ
イム労働者）とのバランスを考慮した事項※4（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

4
均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

（注）無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行
うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

①



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛労災特別介護施設 「ケアプラザ新居浜」 のご案内 

 
➤全国に 8 か所ある労災専門の公的な介護施設です。 
➤土地・建物は国が所有し、運営は厚生労働省から事業委託を受けた「一般財団法人
労災サポートセンター（https://www.rousaisc.or.jp）」が行っています。 
➤「ケアプラザ新居浜」は、平成 13年に、住友グループ発祥の地で四国有数の工業都
市の愛媛県新居浜市に開設され、温暖な気候の瀬戸内海近くに位置しています。 

ケアプラザとは？ 

 
➤最大 84人の入居者が、介護・食事・入浴等のサービスを受けながら生活できます。 
➤約 30㎡の個室に、ベッド、バス（一部シャワーのみ）、トイレ、洗面所、簡易キッチ
ン、ナースコールを完備しています。また、重篤な入居者のため、常時介護に対応できる
多床室（４人部屋）も設置しています。 
➤看護師が 24時間体制で常駐し、介護士等とともに計画的な介護サービスを提供し
ます。また、専任の栄養士と療法士を配置し、適切な栄養管理やリハビリを行います。 
➤労災特有の障がいや傷病等に対応した介護ノウハウの蓄積があります。また、労災に
知見のある愛媛労災病院等と連携し、必要な医療にもスムーズにつなぎます。 

施設の特徴は？ 

 
➤労災保険の障害等級または傷病等級が 1級から 3級の労災年金受給者で、居宅
での介護が困難と認められる方が入居できます（60歳以上で障害等級が 4級の労
災年金受給者で、居宅介護困難な方は、特例的に入居が認められる場合あり。）。 
➤費用は、施設利用料（部屋代、食費、光熱水費等）と介護費の合計額です。 
➤施設利用料は、入居者の年収と、扶養親族の人数に応じ、次のとおりです。 

年収（円） 
～代表例～ 

個室の施設利用料（円・月額） 令和 5年 10月１日改定後の料金 
扶養親族なし 扶養 1人 扶養 2人 扶養 3人以上 

1,200,000 62,000 36,000 36,000 36,000 
1,600,000 79,000 46,000 46,000 36,000 
2,000,000 115,000 62,000 46,000 46,000 
2,800,000 154,000 79,000 62,000 62,000 
3,000,000 176,000 97,000 79,000 62,000
3,400,000 198,000 115,000 79,000 79,000 

➤介護費は、いったんご負担いただきますが、後日、同額の介護（補償）給付が厚生
労働省から支給されるため、実質的な負担はありません。 

誰が入居できる？費用は？ 

当施設についてお尋ねになりたいことがあれば、下記問合せ先まで。 

★所在地 〒792-0896 愛媛県新居浜市阿島１丁目３－12 

★問合せ 0897-67-1122 総務課（月～金 8:30～17:30） 

➡公式 Facebook 
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